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【記載例１－２】認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、８％の税率

により課されるべき消費税額等とそれ以外の消費税額等の合計額から成る場合 

 

 

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率により課され

るべき消費税額等（以下「新消費税額等」という。）とその新消費税額等以外の額（以下「旧消費税

額等」という。）の合計額から成るときにおける標準的な費用の額は、その新消費税額等に対応する

標準的な費用の額（その額が 650万円を超える場合には、650万円）とその旧消費税額等に対応する

標準的な費用の額（その額が 500万円を超える場合には、500万円）との合計額（標準的な費用の額

の認定住宅限度額は、新消費税率により課されるべき消費税額等が含まれる場合に該当することから

650万円）とされる（措法 41の 19の４②一、平成 21年３月国土交通省告示第 385号）。 

 

 

 

① 認定住宅の新築（旧消費税率が適用）      平成 26年４月 10日 

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額  39,000,000円 

  総床面積／うち居住用             150㎡／150㎡ 

 

② 認定住宅の追加工事（新消費税率が適用）    平成 26年４月 30日 

追加工事に要した費用の額           1,000,000円 

居住開始年月日                平成 26年月５日１日 

課税総所得金額に対する税額           400,000円  

※ 共有者なし 

 

→ 「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成 26 年４月１日以後居住用）」を裏面も含

めて使用する。 

 

設 例 

控除額 
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２６ 

２６ ５ １ 

１５０．００ 

１５０．００ 

６,５７０,０００ 

６,５７０,０００ 

１００．００ 

６,５７０,０００ 

４００,０００ 

４００,０００ 

４００,０００ 

５,１６４,２５０ 

５１６,４００ 

１１６,４００ 

国税 太郎 
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6,570,000 

39,000,000 

40,000,000 

5,000,000 

6,570,000 
40,000,000 

1,000,000 164,250 

164,250 5,000,000 5,164,250 
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